
令和３年４月１日改正

新　規　認　定　申　請 　　

Ａ．認定申請 （同時に建築確認申請を併願しない場合）

●次の通りの申請方法があり、それぞれで手数料が異なります

*１ 直接申請する場合（適合証なし） ・・・登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関による審査を受けていない場合

*２ 審査済みの場合（適合証あり） ・・・　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受けている場合

*３ 共用部分に係る計算を要しない場合

ア．一戸建ての住宅の申請の場合

イ． 共同住宅等の住宅部分の申請の場合

ウ．建築物全体の申請の場合（当該計画部分を合算：住宅部分+共用部分+非住宅部分）

１７，０００円

３０１戸～

非
住
宅
部
分

共
用
部
分

３００超え １,０００㎡以内 １４０，０００円

３００超え １,０００㎡以内 ３００，０００円

２戸～５戸

６戸～１０戸

１１戸～２５戸

２６戸～５０戸

５１戸～１００戸

１０１戸～２００戸

１７０，０００円

a.直接申請する場合*１

６９，０００円

９７，０００円

１４０，０００円

２００，０００円

２８０，０００円

３８０，０００円

５００，０００円

５９０，０００円

２０１戸～３００戸

区分

１戸 ３４，０００円 ４，９００円

b.審査済みの場合*２

認定申請手数料(a又はb)

９，６００円

１６，０００円

２７，０００円

６９，０００円

b.審査済みの場合*２

４，９００円

認定申請手数料(a又はb)

a.直接申請する場合*１

３４，０００円

４５，０００円

８１，０００円

１３０、０００円

１６０，０００円

１６，０００円住
宅
部
分

１６０，０００円

１７０，０００円

１戸

２７，０００円

４５，０００円

８１，０００円

１３０、０００円

認定申請手数料(a又はb)

９７，０００円

１４０，０００円

３４，０００円

b.審査済みの場合*２

４，９００円

９，６００円

区分

２戸～５戸

２００，０００円

２８０，０００円

３８０，０００円

５００，０００円

５９０，０００円

６戸～１０戸

１１戸～２５戸

２６戸～５０戸

５１戸～１００戸

１０１戸～２００戸

b.審査済みの場合*２又は
直接申請する場合で

共有部分に係る計算を要しない場合*３

a.直接申請する場合*１で
共有部分に係る計算をする場合

１６０，０００円

１７，０００円

２０１戸～３００戸

３０１戸～

a.直接申請する場合*１

超え

１３０，０００円

８１，０００円

２７，０００円

９，６００円１１０，０００円

１８０，０００円

２８０，０００円

３６０，０００円

４３０，０００円

５００，０００円

認定申請手数料(a又はb)

区分

以内

２,０００㎡以内

５,０００㎡以内

１０,０００㎡以内

２５,０００㎡以内

２００，０００円

５５０，０００円

９，６００円

２７，０００円

８１，０００円

３００㎡

１，０００超え

２,０００超え

５,０００超え

１０,０００超え

２５,０００㎡

６７０，０００円

７９０，０００円

９００，０００円

１３０，０００円

１６０，０００円

２００，０００円

２,０００超え

５,０００超え

１０,０００超え

２５,０００㎡

以内

２,０００㎡以内

５,０００㎡以内

１０,０００㎡以内

２５,０００㎡以内

超え

区分

・・・共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の算定に当たって共用部分に係る
計算を要しない場合

都市の低炭素化の促進に関する法律に係る認定等の申請手数料

３００㎡

１，０００超え

b.審査済みの場合*２

認定申請手数料(a又はb)

a.直接申請する場合*１

２４０，０００円

３８０，０００円



Ｂ．認定申請 （同時に建築確認申請を併願する場合）

………(加算)

変　更　認　定　申　請 　　

Ｃ．認定建築物の変更申請 （同時に建築確認申請を併願しない場合）

Ａ．で算出した手数料×１/２

Ｄ．認定建築物の変更申請 （同時に建築確認申請を併願する場合）

Ｃで算出した額

………(加算)

【表１】認定申請に併せて、確認申請を申し出る場合の、認定申請手数料に加算する額

１．建築物

 確認申請等手数料

この表１において、床面積は、次に定める面積とし、敷地ごとに算定する。

２．建築設備・工作物

小荷物専用昇降機  ８，０００円  ５，０００円　　

上記以外の建築設備 １７，０００円  １０，０００円　　

１５，０００円  ９，０００円　　

 

500㎡を超え、 1,000㎡以内のもの ６６，０００円

３７０，０００円

４６０，０００円

30㎡以内のもの

30㎡を超え、100㎡以内のもの

100 ㎡を超え、 200㎡以内のもの

30,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの

50,000㎡を超えるもの 

1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの

床面積の合計

2,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの １６０，０００円

 １０，０００円

１８，０００円

９３，０００円

２８，０００円

200㎡を超え、500㎡以内のもの ３６，０００円

確認申請等手数料

２８０，０００円

10,000㎡を超え、30,000㎡以内のもの

９００，０００円

5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの

 計画変更
確認申請等手数料

( 1 ) 建築物を建築する場合( ( 2 )の場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
( 2 ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合当該計画の変更に係る部分の床面積の2 分の1 (床面積の増加する部
分にあっては、当該増加する部分の床面積)

建築設備

工作物 

認定申請手数料
Ａで算出した額

+【表１】の確認申請手数料の額

新たに追加する住宅部分、共用部分又は非住宅部分にあっては、新規認定申請の場合(Ａ)により算定し
た金額とすること。

（注意）

変更認定申請手数料
+【表１】の計画変更申請手数料の額


